
 

令和８年度がん検診推進事業（がん無料クーポン券等作成・封入封緘）等業務仕様書 

  

 

１ 委託件名  

令和８年度がん検診推進事業（がん無料クーポン券等作成・封入封緘）等業務  

  

２ 業務概要 

(1) 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱等に基づく対象者のがん検診

無料クーポン券等の作成・封入封緘業務  

(2) 生活習慣病予防健診勧奨ハガキの作成及び宛名印刷 

 

３ 履行期間  

契約締結日から令和 8年 5 月 22 日まで  

  

４ 履行場所  

  受託者作業場所。ただし、セキュリティが確保された場所であること。 

  

５ 作成物の仕様及び数量 

仕様及び数量は次のとおりとする。数量は概算であり、本市の都合により増減することがあ

る。なお、各通知は、封筒も含めて封入・封緘後 50 グラム以内で送付できる重さとする。下

記①～④、⑥～⑨の封入・封緘の種類ついては、別紙３「封入物一覧」のとおり。 

  項目 仕様 用紙サイズ 紙質 色、印刷 
数量の（ ）

は概算 

①  

クーポン券（台

紙）子宮頸がん

（個人情報印字）  

宛名等印字、封筒

に入るよう折り有 

420 ㎜×297

㎜（A3） 
70K 

表面フルカ

ラー、裏面

白黒の両面

印刷 

 （1,550）  

②  

クーポン券（台

紙）乳がん・大腸

がん・胃がんリス

ク検査（個人情報

印字） 

（1,900）  

③ 

クーポン券（台

紙）大腸がん・胃

がんリスク検査

（個人情報印字） 

（1,820） 

④ 
クーポン券（台

紙）胃がんリス
（3,430） 



 

ク検査（個人情

報印字） 

⑤  

クーポン券（台

紙）（個人情報印字

なし）  
200 

⑥ 検診手帳（冊子）  
48P（表紙、裏表

紙込）の冊子 
132 ㎜×93㎜ 

マ ッ ト

紙 

フルカラー 

両面印刷 

（5,300） 

①+②+③+予

備 

⑦  

送付用窓あき封筒

（クーポン・胃が

んリスク検査用）

（区内特別郵便）  

グラシン窓 長３封筒 

上 質 紙

70K

（白） 

※ 紙

質 ・ 裏

地 は 内

容 物 が

透 け な

いもの 

2+1(地紋） 

（5,300） 

①+②+③+予

備 

⑧ 

送付用窓あき封筒

（胃がんリスク検

査用）（区内特別郵

便） 

（3,500） 

④+予備 

⑨ 
胃がんリスク検査

お知らせちらし 
折り有 210㎜×297㎜ 

コ ー ト

紙 

フルカラー 

片面印刷 

（7,200） 

②+③+④+予

備 

⑩ 

生活習慣病予防健

診勧奨ハガキ（個

人情報印字） 

単判ハガキ、 

宛名情報印字 

横 103ｍｍ× 

縦 152.4ｍｍ 

マ ッ ト

コ ー ト

110K も

し く は

上 質 紙

110K 

フルカラー 

両面印刷 
（11,900） 

⑪ 封入・封緘     
（8,700） 

①+②+③+④ 

 

６ 個人情報の印字について 

 「クーポン券（台紙）子宮頸がん（個人情報印字）」、「クーポン券（台紙）乳がん・大腸が

ん・胃がんリスク検査（個人情報印字）」、「クーポン券（台紙）大腸がん・胃がんリスク検査

（個人情報印字）」、「クーポン券（台紙）胃がんリスク検査（個人情報印字）」、「生活習慣病予

防健診勧奨ハガキ（個人情報印字）」は、委託者が提供する住民情報データを基に個人情報印字

を行う。受託者は、委託者が提供する住民情報データを必要に応じて加工する。  

(1) 印字単位        

対象者１人あたり１通  

(2) 提供データ 



 

      住民情報のデータ（宛名番号・氏名・生年月日・郵便番号・住所・方書）を提供する。 

 (3) データ提供方法 

データ提供は、伝送もしくは CD-ROM によるものとし、委託者と受託者で協議のうえ決

定する。 

CD-ROM は受託者で用意すること。  

伝送の場合は、必要な回線を受託者が用意するものとし、以下のセキュリティ要件を満た

すこと。 

【セキュリティ要件】 

通信は暗号化されており、LGWAN-ASP、専用線、広域イーサネット、IP-VPN、エントリー

VPN のいずれかの通信回線であること（インターネット VPN は不可） 

(4) データ形式  

・ファイル形式：Excel,CSV 

・文字コード体系：ANSI(Shift-JIS),UTF-8 

   

７ 作成物 

印刷内容は、原稿データを委託者が提供する。受託者は委託者の求めに応じ、一部内容の加

除修正を行う。  

 (1) クーポン券（台紙） 

ア クーポン券の種類 

    対象者の性別・年齢に応じて、次の 5種類のクーポン券台紙を作成する。  

(ｱ) 子宮頸がん検診（21 歳女性）  

(ｲ) 乳がん検診・大腸がん検診・胃がんリスク検査（41 歳女性） 

(ｳ) 大腸がん検診・胃がんリスク検査（41歳男性） 

(ｴ) 胃がんリスク検査（46歳男女）  

(ｵ) 予備用台紙 

イ 印字内容  

    A3 判両面印刷を 2つ折りとし、作成するクーポン券部分は切り取り可能とする。  

デザインレイアウトについては、委託者が基本デザイン【別紙１】の電子データおよび作

成見本を提供し、受託者は委託者が提供する内容に応じ一部内容を差し替えるものとする。 

個人情報等の印字レイアウトについては、【別紙１】のとおり、委託者指定の箇所に印字

すること。 

氏名、住所にかかる項目について、行政事務標準文字（MJ＋）フォントにて印刷するこ

と。 

交付年月日については令和 8年 6月 1日とし、有効期限については令和 8年 11月 30 日と

すること。 

提供したデータをもとにカスタマーバーコードを生成し印字すること。 

各クーポン券の受診券番号は「40203-******（クーポン券パターン番号）-宛名番号（9

桁）」とすること。なお、「******」のクーポン券パターン番号については【別紙４】を参照

のこと。 



 

使用機器については、本業務の印字が可能である機種を使用すること。なお、受託者にお

いてプログラムの変換等の対応にかかる費用は受託者による負担とする。 

印字の際は、かすれ、ばらつき及び欠落がないこと、また文字のずれがないよう必ず印字

状態を確認すること。 

印字件数については提供したデータファイルとの照合等履行確認に使用するため、発送予

定日の 1 週間前までに担当者あて報告すること。 

(2) 検診手帳  

      検診手帳は、委託者が基本デザインの電子データおよび作成見本を提供し、受託者は委託

者が提供する内容に応じ一部内容を差し替えるものとする。   

(3) 送付用窓あき封筒 

「クーポン・胃がんリスク検査用」と「胃がんリスク検査用」の 2種類を作成すること。 

ア サイズ 

長 3封筒を基本とする。 

イ 窓あき部分 

１箇所設け、無料クーポン券（台紙）に印字した宛先情報（郵便番号、送付先住所、宛

名、バーコード等）が、窓から確認できること。紙素材とし、分別せずに封筒ごと捨てられ

るものとすること。 

ウ デザイン 

委託者が提供する電子データを基に作成する。封入物が透けて見えないように、内部地紋

入りとする。 

(4) 胃がんリスク検査チラシ 

  委託者が提供する電子データを基に A4 判片面のカラーで片面印刷とする。   

(5) 生活習慣病予防健診勧奨ハガキ 

      委託者が提供する電子データを基に両面カラーで印刷した単判ハガキを作成する。  

ア 印字内容  

    個人情報等の印字レイアウトについては、【別紙２】のとおり、委託者指定の箇所に印字

すること。 

氏名、住所にかかる項目について、行政事務標準文字（MJ＋）フォントにて印刷するこ

と。 

提供したデータをもとにカスタマーバーコードを生成し印字すること。 

使用機器については、本業務の印字が可能である機種を使用すること。なお、受託者にお

いてプログラムの変換等の対応にかかる費用は受託者による負担とする。 

印字の際は、かすれ、ばらつき及び欠落がないこと、また文字のずれがないよう必ず印字

状態を確認すること。 

印字件数については提供したデータファイルとの照合等履行確認に使用するため、発送予

定日の 1 週間前までに担当者あて報告すること。 

  

８ 校正  

  校正回数は、各帳票 2回とする。  

  

９ 封入及び封緘作業 



 

  受託者は委託者が指定する別紙３「封入物一覧」のとおり封入封緘する。  

  

１０ 納品  

(1) 納品場所  

作成したクーポン券及び生活習慣病予防健診勧奨ハガキのうち、対象者送付分について

は、久留米東郵便局に差出を行うことで納品とする。なお、差出に必要な後納依頼票につい

ては、事前に受託者に渡すので、引き取りを行うこと。 

作成したクーポン券のうち、再発行等予備分については、久留米市保健所健康推進課に納

品すること。 

(2) 納品日  

  令和 8年 5月 22 日（金）  

  

１１ 委託料の支払い 

委託料は単価契約とし、契約単価は見積単価とする。 

 

１２ 個人情報の取扱い 

 業務を実施するための個人情報の取扱いについては、別紙６「個人情報取扱特記事項」、久留

米市情報セキュリティ規則及び個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）を遵守

するとともに、個人情報の適切な管理のための規定を整備し、適切に運用しなければならな

い。 

  

１３ その他 

業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律

第 65号）を遵守するとともに、久留米市の取扱いに準じて、障害者に対する合理的配慮の提

供をしなければならない。 

仕様書に定めのない項目について疑義が生じた場合は、お互い協議のうえ、委託者の指示に

従うものとする。  


